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［2面］国保料の納付期限は各月末日 ［3面］平成26年度税制改正 軽自動車税の税率の見直しなど

［5面］特集 夏本番！バシャバシャ遊ぼう！区内プール＆水遊びスポット ［7面］都営住宅入居者募集
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対象となる区民の方(要支援者)
①75歳以上で一人暮らし、または75歳以上の方だけの世帯

②介護保険制度の要介護3〜5に該当する方

③身体障害者手帳(肢体、視覚、聴覚)の1・2級に該当する方

④愛の手帳の1・2度に該当する方

※特別養護老人ホームに入所している方は

除きます

名
簿
の
登
録
届
出
書
兼
外
部
提
供
同

意
書
﹂

※
今
年
度
の
名
簿
に
登
録
す
る
た
め

に
は
�
月

日
︵
火
︶
ま
で
に
手
続

30

き
し
て
く
だ
さ
い
︒

地
域
防
災
力
の
さ
ら
な
る
向
上

を
目
指
し
て

今
回
の
取
り
組
み
は
︑
地
域
内
の

避
難
に
支
援
を
要
す
る
方
の
情
報
を

災
害
が
起
こ
る
前
か
ら
地
域
の
中
で

共
有
す
る
こ
と
で
︑
地
域
防
災
力
を

高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
︒

情
報
の
活
用
に
よ
り
災
害
時
の
救
援

活
動
を
円
滑
に
し
︑
被
害
の
軽
減

︵
減
災
︶
を
目
指
し
ま
す
︒

▢問
﹇
区
か
ら
発
送
し
た
郵
便
物
に

関
す
る
こ
と
﹈︵

月

日
︵
金
︶
ま
で
︶

8

29

お
問
い
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー

☎
(
�
	


�
)
�
�
	
	

﹇
避
難
行
動
要
支
援
者
に
関
す
る
こ

と
﹈
福
祉
課
福
祉
係

☎
(
�
	


�
)


�

�

℻

(
�
	


�
)
�

�
	

﹇
区
の
防
災
対
策
全
般
に
関
す
る
こ

と
﹈
防
災
課
災
害
対
策
係

☎
(
�
	


�
)
�
�
�
�

℻

(
�
	


�
)
�




�

※1 同意の有無に関わらず、作成した名簿は拠点避難所での救援活動に活用します。

※2 地域団体等はボランティア精神に基づき、実施可能な範囲での避難誘導や安否確

認を行います。災害の種類や規模、被災状況によっては支援ができない場合もあ

ることをご了承ください。

災害協力隊、民生・児童委員、

長寿サポートセンター(地域包括支援センター)、

長寿サポート(在宅介護支援センター)

提供する地域団体等

区では、災害が発生した際に自力で避難

することが困難な方を掲載した「避難行動

要支援者名簿」を作成します。平成25年6

月の災害対策基本法の改正を受けて作成す

るもので、災害時に名簿を活用して、避難

支援や安否確認を行うための仕組みを築き

ます。


